
★ 保育時間の設定と時間外保育の利用について  

（公立保育所の場合） 
＜保育標準時間＞ 

時間 7:00  7:30                                  18:30    19:00   19:30  20:00 

 

民間保育所・地域型保育事業所に関しましては、施設により異なりますので、詳しくは施設にお

問い合わせください。 

 

★ 緊急時について(公立保育所の場合) 

例外として、やむを得ずお迎えが遅れる場合などは、保育時間の範囲で緊急の時間外保育（延

長保育）を利用することができます。 

 

＜保育短時間＞ 

時間 7:00  7:30   8:30                16:30  17:30 18:30  19:00   19:30   20:00 

 

※保育短時間の場合、7：30～8：30、16：30～18：30について、時間外保育（延長保育）となります 

※保育標準時間の場合、7：30～18：30は通常保育となります。また、緊急時の利用が同一月、同時間帯

において、３回に達した場合は月極の利用申請があったものとみなし、月額料金をお支払いいただきます 
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時間外保育 
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（１日８時間） 
時間外保育 

※祇園保育所は 20:00

まで時間外保育 

200 円 50 円 
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料金はかかりません 
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料金 

料金はかかりません 


